
 

 

 熊本県税特別措置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月３１日専決 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

熊本県条例第１９号 

熊本県税特別措置条例の一部を改正する条例 

熊本県税特別措置条例（昭和３９年熊本県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第４条の１４第１項第１号中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改め

る。 

附則第２項中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 


